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（令和６年度男女共同参画週間キャッチフレーズ）
「だれもがどれも選べる社会に」

＼６月23～29日は「男女共同参画週間」／
性別に関わりなく、「あなたらしい」人生を築いていきませんか

　男女共同参画社会と女性活躍の推進を実現する
ためには、行政だけではなく、市民の皆さん一人
ひとりの理解と取り組みが必要です。
　誰もが個性と能力を発揮することができる社会
の実現に向けて、この機会に男女共同参画につい
て考えてみませんか。

問男女共同参画課☎ (632)2346

　男女共同参画社会とは、男女が互いに人権を尊重しつ
つ、喜びも責任も分かち合い、その個性と能力を十分に
発揮することができる社会です。「男だから」「女だか
ら」といった性別役割意識に捉われず、個性と多様性を
尊重し、誰もが生きがいを感じることができる社会の実
現を目指し行動しましょう。

男女共同参画週間パネル展
■日時・会場
▼６月24～28日＝市役所１階市民ホール。
▼６月23～29日＝男女共同参画推進センター「ア
コール」。

「だれもがどれも選べる社会に」

令和５年度「きらり大賞」受賞事業者を決定しました
　本市では、女性社員の職域拡大や、仕事と育児の両
立支援、男性の育児休業取得促進など特徴的な取り組
みを推進し、誰もが個性と能力を発揮でき、働きやす
い職場づくりに積極的に取り組んでいる市内事業者を
表彰しています。
　今回は、令和５年度に受賞した事業者とその取り組
み事例を紹介します。

■宇都宮東法律事務所（専門・技術サービス業）
▼子連れ出勤および在宅ワーク制度を導入し、子どもを
持つ社員の働きやすい職場環境を整備。
■エステート住宅産業（不動産業）
▼女性社員の活躍に向けたフォロー体制の整備と女性社
員の増加に向けた取り組みの推進。
■烏山信用金庫（金融業）
▼女性職員の職域拡大と、管理職を目指す女性社員の
キャリアアップを支援するための研修機会の提供。
■光誠会（医療・福祉業）
▼昇進に必要な研修内容や人事評価の指標を明確に示し
た独自の「キャリアパス制度」導入による女性管理職
の登用推進。
■サンドライ（生活関連サービス業）
▼独自の「子育て社員制度」や、「管理職ブレイクタイ
ム制度」などの導入により、仕事と育児の両立を支援。
■柴田建設（建設業）
▼女性社員の職域拡大とキャリアアップに向けた研修な
どに取り組み、女性活躍を推進。

■スズテック（製造業）
▼法定を上回る「育児短時間勤務制度」などの導入や相
談窓口の設置により、仕事と育児の両立を支援。
■日昌測量設計（専門・技術サービス業）
▼付与した有給休暇をすべて消化した場合に、有給休暇
を追加する独自の取り組みを導入し、有給休暇の取得
を促進。
■廣野鐵工所　宇都宮工場（製造業）
▼女性の積極的な採用と、男性社員が担うことの多い部
門に女性社員を配置し、職域拡大に向けた取り組みを
推進。
■フカサワ（卸売業）
▼女性管理職登用に向けた人材育成の推進と、登用割合
についての具体的な目標値を設定し、女性の活躍を推
進。
■レオン自動機（製造業）
▼男性社員の「育児休業」取得促進に向けた相談窓口の
設置と、ダイバーシティ研修の実施による誰もが働き
やすい職場づくりの推進。
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つながりサポート女性支援事業

　男女共同参画社会の実現に向け、各種講座の開
催や男女共同参画推進団体の交流促進、情報提供
などを行っています。
▼住所　明保野町７-１。
▼その他　講座・セミナーの情報などは、市
やアコールF

フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebookに掲載しています。

ID 1009426地域・社会における男女共同参画の推進拠点
男女共同参画推進センター「アコール」　問アコール☎(636)4075

▲市

▲アコール
　Facebook

　令和６年度は、世代や活動の場における「固定的性
別役割分担意識」や「アンコンシャス・バイアス（無
意識の思い込み）」解消のための講座を実施予定です。
■募集している講座
1なりたい自分になるヒント
▼日時　６月29日（土）午後１時30分～3時30分。
▼内容　自分らしい働き方・生き方について考え、なり
たい自分になるためのヒントを見つける。
▼対象　市内在住か通勤する働いている女性。
▼定員　先着30人。
▼申込期限　６月26日。
2女性の居場所アコールC

カ フ ェ

afé
▼日時　①7月10日②9月11日③10月9日、午前10時
～正午。全3回。
▼内容　①スマホカメラできれいな写真を残す撮影のこつ
②老け顔チェックとたるみ解消セルフマッサージ③視

覚トレーニングで子どもが変わる。
▼対象　市内在住か通勤する女性。
▼定員　先着15人。
▼申込期限　①７月７日②９月８日③10月６日。
3ここからかるたで学ぶ　心と体と性を大切にする力
▼日時　７月27日（土）午前10時～正午。
▼内容　「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に基
づいた多様性を前提とする健康や人権について、かる
たを使って子どもから大人まで一緒に遊びながら学ぶ。
▼対象　市内在住か通勤通学する5歳以上の人。中学生
未満は保護者同伴。
▼定員　先着35人。
▼申込期限　７月24日。
■申込方法　市 またはアコールFacebookに必要事
項を入力。
■その他　託児あり。開催日7日前までに申し込み。

各種講座を実施しています

　本市と多くの支援機関が連携し、不安や孤独など悩みを抱える女性に次のサービスを
提供しています。詳しくは、アコール☎（636）4075へお問い合わせください。

女性のための相談窓口「宇都宮市女性相談所」
　家事や育児、夫婦関係、親子関係、学校での悩み、職
場の人間関係、介護の問題、経済的な悩みなどの困りご
とがありましたら、独りで悩まずどんなことでも相談し
てください。女性の相談員が担当します。秘密は厳守し
ます。
▼相談時間　祝休日・年末年始を除く火～土曜日。午前
９時～午後５時。ただし、月曜日が祝休日の場合、火
曜日も休み。
▼相談方法　電話で、女性相談所（アコール内）☎（636）
5731へ（面談は要予約）。

出張相談会
　市民の皆さんの身近な公共施設や市内で開催されるイ
ベントなどで、出張相談会を実施します。実施日などは、
市 をご覧ください。

つなサポ相談室
　地域で活動する連携団体による相談窓口を、市内の各
所に設置しています。詳しくは、市 をご覧ください。

女性のための居場所「つなサポまいまいルーム」
　女性が気軽に立ち寄ることのできる居場所を開設しま
した。相談窓口の案内やお悩みの相談、ワークショップ
の他、一人でもゆっくりした時間が過ごせるようになっ
ています。皆さんが安心して過ごせるように、女性支援
を専門とする支援員が常駐しています。
▼日時　毎月第3土曜日。午後1時30分～4時30分。
▼会場　市まちづくり交流センターイエローフィッシュ
（江野町）。
▼対象　市内在住か通勤通学する18歳以上の女性。

＼女性を支援する団体向け／
女性相談スキルアップ出前講座

　ウイメンズハウスとちぎスタッフによる、DV被害な
ど女性からの相談を受ける際の対応などについて学ぶ研
修を実施します。
▼日時・会場　希望する団体と調整の上、決定します。
▼対象　女性支援について学びたい団体（おおむね5人
以上）など。
▼その他　希望する場合は、アコールへお問い合わせく
ださい。

ＤＶに関する相談窓口
相談窓口 相談日時

宇都宮市配偶者暴力相談支援
センター
☎（635）7751

■電話、面接（要予約）
▼火～土＝午前９時～午後５時。
ただし、第４土曜日は正午まで

とちぎ男女共同参画センター
「パルティ」相談ルーム（配偶
者暴力相談支援センター・野
沢町）
☎（665）8720

■電話
▼月～金＝午前９時～午後８時、
土・日＝午前９時～午後４時

■面接（要予約）
▼火～日＝午前９時～午後４時

ウイメンズハウスとちぎ
☎（621）9993

■電話
▼月～金＝午前９時～午後5時
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